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台 本 
 

① 配布物確認・・・テキスト、みんなの意見、クレサラチラシ、アンケート用紙 
あいさつ、 
自己紹介（事務所が近いことも）、 
生徒たちのこと理解・・・大学受験真っ最中ですね。大変ですね。私も昔受けました。

その時のことを思い出します。 
 

 Ｑ 司法書士はどんな仕事をしているか知らない人はいますか？（挙手してくださ 

い！） 
   → 手を挙げなかった人に当てる。 
 
       ↓ 
  司法書士の仕事・・・仕事でよく行くところを考えるとわかりやすい。 
            （画面で簡単に説明。） 
 
       ↓司法書士の仕事はいろいろありますが、その中で 
 
・借金トラブルについて 

 
司法書士事務所に来る人は、どんな人かというと、最悪な状況の人 

  例  借金がありすぎて自殺まで考えたことのある人、失業して借金の返済が出来

なくなった人等の相当追い詰められた人たち 
 
  → 普通の方は、なかなか、司法書士事務所には相談にこれない。 

（相談するだけで、お金をすごく取られたりするのではないか。 
 相談すればよいところを知らない。） 
 
     ↓ 
例 借金が１０コ、合計３００万円 

銀行からの借り入れ、サラ金からの借り入れ、家賃の滞納、クレジット会社

からの請求（車のローン等）、税金の滞納、 
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借金の種類はいろいろある。 
 
     ↓ 

   
借金問題の解決は、その人の「生活の立て直し」が一番大事！！ 
→ 家計簿をつけさせて、毎月の収入と支出を見ていく。 
  収入から支出を引いたらあまりがどれだけ出るか。 
  ※マイナスになる場合は、生活保護の申請を考える。 
  
     ↓ 
 
毎月の余ったお金で、借金を返済できる場合は、 
           例 月給１６万円、一か月の支出１２万円 
             ＝ 余り４万円 
     
           →  交渉・(裁判所での)調停・裁判 
                    
    

 
払えない場合 → 個人再生手続、破産手続 

                     
 
    ↓ 

解 決！ 
 

 
        
       ↓法律問題を解決するには、契約の内容がわからなければならない。 
        例 ・契約無効の場合・・・何もしない。 
           →裁判所からの通知（支払督促、裁判期日の呼出状）は注意 
 

・クーリングオフできる場合・・・・契約解除 
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          ・契約の種類（クレジット契約等）・契約の相手・・・交渉 
 
       ↓ 
          
 
② Ｑ いままで、どんな契約をしたことはありますか？  
  
       ↓ 
 

契約 まとめ 
 （Ｑ 契約書・印鑑はなぜ使うのか？・・・トラブルにならないように、裁判の証拠） 
       ↓ 
 
・クイズ 友達との約束は契約？ 
    なぜ？・・・・相手を訴えることが出来ない。約束を破ったことで大ショック

を受け入院してしまった等あれば、入院治療費や慰謝料請求できる

場合があるが、普通は裁判できない。 
         → 相手に裁判（損害を賠償）できる場合が契約 
           契約はお金を支払う場面が多い。 
       ↓  
 
③クイズ 無料アダルトサイトは契約？（インターネット取引） 
 

まとめの中で小話 
例  最近、アマゾンで購入すること多い。 
                   

        ↓  
 
④クレジット契約の説明（ずっと画面上で説明していく。） 

   →クレジット契約がわからないと交渉する相手やどう交渉すればよいのかわからな

い。 
        ↓クレジットカードは、よく使う。 
            例 アマゾン、役所の手続き、携帯電話の支払い  
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  ⑤悪質商法について  

 
 Ｑ 人に「高い商品を売りつけるには」どのようにすればよいと思いますか？  
   → 生徒の意見紹介（ほめる） 
 
        ↓ ※脅迫されて契約した場合は、契約は無効になる。 
 
 
 Ｑ クーリングオフ（無条件契約解除）できるのは、どんな場合か？ 
                              
                       クーリングオフ８日（例外２０日） 
                       通知書の作り方（軽く触れる） 
 
     ※普通は、簡単に契約を解除できないが・・・ 
   → クーリングオフ（契約解除）できるのは、 
    ①「相手からの不意打ち（勧誘）」・・・街角で、電話で、手紙で、訪問して 

②「密室」・・・事務所(密室)へ連れこみ、逃げ場をなくす。 
③「追い詰める」・・・契約するまで帰さない。 

 
があるもの。   →   自由な意思がない状態 

  
⇔※こちらからお店に行ってものを買う・契約するのと違う（自由な意思あり）。 

   
         
【具体例】 
キャッチセールス・マルチ商法・アポイントメント商法の説明（画面上で） 

  ※ 時間がないときは、どれかを画面上に写す。 
 
        ↓ 
 
  これらは、クーリングオフできる。・・・８日以内に契約解除できる。 
              （マルチ商法のみ２０日以内に契約解除できる。） 
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        ↓ 
 
Ｑ 通信販売（インターネット、テレビショッピング等）は、クーリングオフできるか？ 
 
 → できない。 

なぜ？：こちらから商品を選んで買うから（①②③がない、自由な意思あり） 
 

        ↓  
 
⑥ クレサラ無料相談会紹介（画面説明） 




